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群馬県ドッジボール協会規約 
 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

本協会は、群馬県におけるドッジボール競技の振興と普及を図るとともに、地域におけるドッ

ジボール競技の振興を通して、健康的な地域環境づくりに取り組み、広く県民の健康保持増進

に寄与することを目的とする。 

 

第２条（名称） 

本協会は、群馬県ドッジボール協会と称し、その英文名を Gunma Dodge Ball Association  

略して G.D.B.Aと称する。 

 

第３条（事業） 

本協会は次の事業を行う。事業年度は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（１）群馬県内のドッジボールチームの本協会への登録 

（２）本協会登録チームによる全国大会予選の開催 

（３）関東大会及び北関東大会等への共催及び後援 

（４）地域交流大会等の承認及び支援 

（５）公認審判員・指導員の派遣等の事業 

（６）公認審判員・公認指導者育成講習会の開催 

（７）地域スポーツ指導者の育成 

（８）市町村及び各種教育機関等が開催するドッジボール大会の審査、承認及び支援 

（９）その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第２章 会員 
 

第４条（会員） 

本協会の会員は、次のとおりとする。 

（１）本協会登録チームの代表者 

（２）公認審判員（Ｂ級以上）及び公認指導員（Ｃ級以上） 

 

第５条（入会及びチーム登録） 

１ 前条第１号に定める者は本協会へのチーム登録の際に、同第２号に定める者は、一般財団

法人日本ドッジボール協会に公認審判員または公認指導員に登録された際に、本協会に入

会したものとみなす。 

２ 本協会へのチーム登録は、本協会所定の登録申請書を提出し、常任理事会の承認を得なけ

ればならない。 

 

 

 



第６条（会員及び登録チームの義務） 

１ 会員のうち、一般財団法人日本ドッジボール協会に登録されたチーム（Ｄ１）代表者及び

第４条第２号に定める者については同協会所定の年間登録料を支払わなければならない。

その他の会員については、常任理事会で定める年間登録料を支払わなければならない。 

２ 登録チームは、本協会が主催する各種大会に参加する場合には、大会ごとに常任理事会に

おいて定める参加費を支払わなければならない。 

３ 登録チームが次の各号に定める大会等の開催または参加する場合には、本協会所定の申請

書により申請のうえ、常任理事会の承認を得なければならない。ただし、急を要する場合

には、事前に理事長の承認を得て、事後すみやかに所定の手続きを取ることで足りる。 

（１）県外開催の大会及び交流会への参加 

（２）本協会が後援または共催する大会の開催 

（３）交流会、定期リーグの開催 

４ 前項のほか、会員及び登録チームは、常任理事会の承認なしに本協会に関する事業及び諸

活動を行うことはできない。 

５ 登録チーム間において選手または指導者が移籍する場合、双方の登録チームの監督の承諾

及び常任理事会の承認を得なければならない。 

 

第７条（会員の資格喪失） 

会員は、次の各号の一に該当するときは、会員資格を喪失する。 

（１）退会したとき 

（２）懲戒処分により除名されたとき 

（３）正当な理由なく２年分以上の年間登録料を滞納したとき 

（４）一般財団法人日本ドッジボール協会の登録を抹消されたとき 

（５）総会決議により除名されたとき 

 

第８条（退会） 

本協会からの退会を希望する者は、退会届を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。 

 

第９条（懲戒処分） 

１ 会員が、次の各号の一に該当したときは、常任理事会における出席理事の３分の２以上の

多数による決議により懲戒することができる。なお、懲戒処分は文書をもって通知する。 

（１）本規約に違反したとき 

（２）本協会の事業及び運営を妨害したとき 

（３）法令に違反し刑罰または行政処分を受けたとき 

（４）本協会の信用または名誉を傷つける行為を行ったとき 

（５）その他正当な事由があるとき 

２ 懲戒は次の各号に定める方法により行う。 

（１）戒告 

（２）会員資格停止 

（３）除名 

３ 懲戒に対する異議申立ては、懲戒があったことを知った日の翌日から起算して２カ月以内 

に文書をもって行うことができる。 



第３章 総会 
 

第１０条（総会の権限） 

総会は本協会の最高決議機関であり、次の各号について決議する。 

（１）理事及び監事の選任及び解任 

（２）会員の除名 

（３）本規約の変更 

（４）解散及び残余財産の処分 

（５）合併、事業の全部もしくは一部の譲渡、または事業全部の廃止 

 

第１１条（総会の開催及び運営） 

１ 定期総会は年１回、理事長の招集により開催する。 

２ 常任理事会における開催の決議があったとき、または役員の過半数から招集の請求があっ 

たときは、臨時総会を開催することができる。 

３ 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

４ 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。 

５ 総会の議長は、理事長が務める。 

６ 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決

するところによる。ただし、前条第１号のうちの解任及び同第２号については、出席した

会員の議決権の３分の２以上の多数をもって決しなければならない。 

７ 総会に出席できない会員は、委任状を本協会に提出することにより、議決権を行使するこ

とができ、その会員は総会に出席したものとみなす。 

 

第４章 役員等 
 

第１２条（役員） 

本協会に次の役員を置く。 

（１）会長         １名 

（２）副会長       若干名 

（３）顧問及び特別顧問  若干名 

（４）理事長        １名 

 （５）副理事長      若干名 

（６）常任理事      若干名 

 （７）理事        若干名 

 （８）監事        若干名 

 （９）事務局長       １名 

 

第１３条（役員の選任） 

本協会の役員は、次の方法により選任する。 

（１）理事及び監事は総会決議によって選任する。 

（２）常任理事は、理事の中から理事会の決議によって選任する。 

（３）前各号以外の役員については、常任理事会の決議によって選任することができる。 



第１４条（役員の職務） 

役員の職務は次のように定める。 

（１）理事は、理事会を構成し、理事長の求めに応じ、本協会の業務決定に参加する。 

（２）常任理事は、常任理事会を構成し、法令及び本規約に基づき、本協会の業務決定に参加

する。 

（３）理事長は、常任理事の中から選任し、本協会を代表し、その業務を執行する。 

（４）副理事長は、常任理事の中から選任し、理事長を補佐し、本協会の業務を執行する。理

事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に関する職務を

代行する。 

（５）監事は、本協会の業務及び会計を監査するとともに、理事会に出席することができる。 

（６）会長及び副会長は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。 

（７）顧問及び特別顧問は、理事長の要請により、本協会の運営について助言がすることがで

きる。 

（８）事務局長は、理事長が選任する事務局員とともに本協会における事務を行う。 

 

第１５条（役員の任期） 

役員の任期は次のように定める。 

（１）役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（２）欠員補充及び増員により選任された役員の任期は、退任者または現役員の任期満了まで

とする。 

 

第１６条（取引の制限） 

理事が次の各号に掲げる取引をしようとする場合には、予めその取引内容について開示し、常

任理事会の承認を得なければならない。 

（１）自己または第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引 

（２）自己または第三者のためにする本協会との取引 

（３）その他理事と本協会との利益が相反する取引 

 

 

第５章 理事会 
 

第１７条（理事会の構成及び権限） 

理事会は、すべての理事をもって構成し、理事長の求めに応じて、本協会の業務を決定する。 

 

第１８条（理事会の招集及び運営） 

 １ 理事会は理事長が招集する。 

２ 理事会の議長は、理事長が務める。 

３ 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 

４ 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところ

による。 

５ 前各項の規定にかかわらず、理事会の決議事項について、すべての理事が書面または電磁

的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 



第６章 常任理事会 
 

第１９条（常任理事会の権限） 

常任理事会は、本規約に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１）理事長及び副理事長の選任及び解任 

（２）総会日時及び場所並びに議決事項の決定 

（３）理事の職務執行の監督 

（４）事務局長及び会計担当理事の選任 

（５）その他本協会に必要な業務の決定 

 

第２０条（常任理事会の招集及び運営） 

１ 常任理事会は理事長が招集する。 

２ 常任理事会の議長は、理事長が務める。 

３ 常任理事会は、常任理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 

４ 常任理事会の決議は、出席常任理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決す

るところによる。ただし、前条第１号のうち解任については、出席した常任理事の議決権

の３分の２以上の多数をもって決しなければならない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、理事長が提案する常任理事会の決議事項について、すべての

常任理事が書面または電磁的記録による同意の意思表示をしたときは、常任理事会の決議

があったものとみなす。 

 

 

第７章 会計及び監査 
 

第２１条（財産管理及び会計） 

１ 本協会の財産の管理及び会計は会計担当理事（会計長）１名と、理事長が選任する補助員

２名の計３名で行い、善良なる管理者の注意をもって、適切な財産の維持・管理を行う。 

２ 会計担当理事は、理事長及び監事の求めに応じ、財産の管理状況を報告しなければならな

い。 

 

第２２条（事業計画及び予算） 

本協会の事業計画及び予算は、毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し、常任理事会

の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。 

 

第２３条（事業報告及び決算） 

本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び決算書を作成し、

監事の監査を受けたうえ、常任理事会の承認決議を経て、総会の承認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 



第８章 その他 
 

第２４条（本規約の変更） 

本規約は総会の決議により変更することができる。 

 

第２５条（委任） 

本規約に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項については、常任理事会で定める。 

 

令和４年１月３０日 制定 同日施行 


